
企業・団体の政治献金

「
2
0
年
前
の
約
束
」
思
い
出
せ

「
も
う
、
う
ん
ざ
り
」
が
国
民
の
心
境
だ
ろ
う
。
「
政

治
と
カ
ネ
」
の
問
題
だ
。
先
月
、
西
川
公
也
前
農
相
が

国
の
補
助
金
を
交
付
さ
れ
た
企
業
か
ら
献
金
を
受
け
た

と
し
で
辞
任
し
た
。
そ
の
他
に
法
相
、
環
境
相
ら
に
加

え
、
安
倍
習
三
首
相
、
民
主
党
の
岡
田
克
也
代
表
に
つ

い
て
も
判
明
。
「
違
法
で
は
な
い
」
な
ど
と
抗
弁
し
た

が
、
い
っ
そ
企
業
・
団
体
献
金
は
全
面
廃
止
す
べ
き
で

は
な
い
の
か
。

「
企
業
・
団
体
献
金
が
即
悪

い
と
は
全
く
考
え
て
い
な
い
。

お
金
で
政
策
を
ね
じ
曲
げ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
か
」
。
1
3
日
の
衆
院
予
算
委

貝
会
。
維
新
の
覚
の
今
井
雅
人

議
員
の
追
及
に
、
安
倍
首
相
は

こ
う
反
論
し
た
。
自
民
党
の
谷

垣
禎
一
幹
事
長
も
「
法
改
正
よ

り
も
、
ま
ず
現
行
法
で
ど
う
い

う
工
夫
が
必
要
か
が
先
」
と
記

者
団
に
語
る
な
ど
、
自
民
党
は

廃
止
に
慎
重
姿
勢
だ
。
ち
な
み

に
民
主
党
は
補
助
金
交
付
企
業

【
江
畑
佳
明
】

が
献
金
し
た
場
合
の
罰
則
強
化

を
検
討
し
、
維
新
の
党
は
政
党

へ
の
企
業
・
団
体
献
金
を
全
面

禁
止
す
る
法
改
正
案
を
国
会
に

提
出
し
た
。
共
産
党
は
全
面
禁

止
法
案
を
出
す
予
定
だ
。

自
民
の
姿
勢
に
は
理
由
が
あ

る
。
2
0
1
3
年
の
政
治
資
金

収
支
報
告
書
に
よ
る
と
、
目
早

党
の
献
金
の
受
け
皿
で
あ
る

「
国
民
政
治
協
会
」
へ
の
企
業
・

団
体
献
金
の
総
額
は
、
前
年
比

4
3
％
増
の
1
9
億
5
4
0
8
万

円
。
ま
た
約
1
3
0
0
の
大
企

政
治
改
革
法
案
で
合
意
に
達
し
握
手
す
る
細
川
首
相
（
石
）
と
河
野
自
民
党
総
裁

＝
国
会
内
で
1
9
9
4
年
1
月

業
を
抱
え
る
経
団
連
は
昨
年
9

月
、
各
会
員
へ
の
政
治
献
金
の

呼
び
か
け
を
5
年
ぶ
り
に
復
活

さ
せ
た
。
経
団
連
の
榊
原
定
征

会
長
は
記
者
会
見
で
「
民
主
政

治
を
維
持
す
る
た
め
の
コ
ス
ト

と
し
て
、
社
会
貢
献
を
す
る
の

は
企
業
の
責
任
」
と
語
っ
た
。

だ
が
、
「
政
治
献
金
」
（
岩
波
新

香
）
を
著
し
た
元
共
同
通
信
記

者
で
茨
城
大
教
授
（
メ
デ
ィ
ア

論
）
の
古
賀
純
一
郎
さ
ん
は
「
社

会
貢
献
と
は
名
ば
か
り
で
、
実

態
は
利
益
誘
導
と
批
判
さ
れ
て

も
仕
方
が
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

事
実
、
1
3
年
は
円
安
効
果
で
営

業
利
益
を
上
げ
た
自
動
車
企
業

や
、
原
発
輸
出
政
策
で
恩
恵
を

受
け
そ
う
な
原
発
関
連
企
業
の

献
金
が
あ
っ
た
。
古
賀
さ
ん
は

「
『
政
策
実
頭
の
お
礼
』
と
も

解
釈
で
き
る
。
今
こ
そ
約
2
0
年

前
の
『
約
束
』
を
思
い
出
し
、

企
業
・
団
体
献
金
を
廃
止
す
べ

き
で
す
」
と
訴
え
る
。

「
約
束
」
と
は
、
1
9
9
4

年
1
月
に
さ
か
の
ぼ
る
。

リ
ク
ル
ー
ト
事
件
（
8
8
年
）

や
ゼ
ネ
コ
ン
汚
職
事
件
（
9
3
年
）

で
国
民
の
政
治
不
倍
が
高
ま

り
、
連
立
与
党
の
細
川
薦
首

相
と
、
野
党
だ
っ
た
自
民
党
の

河
野
洋
平
総
裁
（
と
も
に
当
時
）

が
合
意
し
、
政
党
交
付
金
の
導

入
を
決
め
た
。
税
金
で
賄
う
交

付
金
を
受
け
取
る
代
わ
り
に
、

企
業
・
団
体
献
金
は
5
年
後
に

廃
止
を
含
め
た
見
直
し
を
す
る

と
の
約
束
だ
っ
た
が
、
結
局
は

ホ
ゴ
に
さ
れ
、
今
も
政
党
交
付

金
と
の
〝
二
重
取
り
″
が
続
い

て
い
る
。
0
0
年
に
は
政
治
家
個
人
へ
の

企
業
・
団
体
献
金
が
禁
止
さ
れ

た
。
だ
が
、
政
治
家
が
代
表
を

務
め
る
政
党
支
部
で
は
企
業
献

金
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
「
抜

け
道
」
が
あ
る
た
め
、
政
治
家

に
渡
す
手
段
は
実
質
的
に
残
っ

た
ま
ま
だ
。

岩
井
華
僑
・
日
本
犬
教
授

（
政
治
学
）
は
「
今
回
問
題
と

な
っ
た
企
業
・
団
体
献
金
は
、

政
党
支
部
へ
の
も
の
ば
か
り
。

こ
の
抜
け
道
は
『
政
治
家
個
人

に
カ
ネ
を
回
さ
ず
、
政
党
本
位

の
政
治
を
す
る
』
と
い
う
政
治

改
革
の
趣
旨
を
大
き
く
逸
脱
し

て
い
る
。
企
業
・
団
体
献
金
は

党
本
部
と
都
道
府
県
連
に
限
定

す
べ
き
で
す
」
と
訴
え
る
。

「
政
治
資
金
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
」

共
同
代
表
で
神
戸
学
院
大
大
学

院
教
授
の
上
脇
博
之
さ
ん
（
憲

法
学
）
は
、
企
業
・
団
体
献
金

の
問
題
点
と
し
て
▽
企
業
が
株

主
か
ら
資
金
を
集
め
る
の
は
経

済
活
動
の
た
め
な
の
に
、
そ
の

資
金
の
一
部
を
政
治
献
金
に
充

て
る
の
は
、
献
金
先
の
政
党
を

支
持
し
な
い
株
主
の
思
想
・
良

心
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
▽

政
党
へ
の
企
業
・
団
体
献
金
の

上
限
は
1
億
円
で
、
2
0
0
0

万
円
の
個
人
献
金
よ
り
も
多
額

の
た
め
、
政
治
が
企
業
有
利
に

動
く
－
－
を
挙
げ
る
。
上
脇
さ

ん
は
政
党
交
付
金
に
つ
い
て
も

「
政
党
が
税
金
で
あ
る
交
付
金

に
頼
る
と
、
国
民
の
理
解
を
得

る
努
力
曇
思
り
が
ち
に
な
り
、

政
党
と
国
民
の
闇
に
距
離
が
生

じ
て
し
ま
う
」
と
否
定
的
な
立

場
で
、
「
企
業
・
団
体
献
金
を

廃
止
し
、
個
人
献
金
の
拡
充
を

目
指
す
べ
き
だ
」
と
言
う
。

一
方
、
「
企
業
・
団
体
献
金

を
禁
止
し
て
も
、
結
局
は
抜
け

道
が
で
き
る
」
と
危
惧
す
る
の

は
岩
井
さ
ん
だ
。
「
企
業
の
役

員
が
何
人
も
組
織
的
に
個
人
献

金
を
す
れ
ば
実
質
的
に
は
企
業

・
団
体
献
金
と
同
じ
、
と
い
う

場
合
も
あ
り
得
る
。
政
治
資
金

収
支
報
告
番
に
は
献
金
者
の
住

所
や
氏
名
が
記
載
さ
れ
る
だ
け

な
の
で
、
す
ぐ
に
は
何
者
か
が

わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
政
治
家

の
大
き
な
収
入
源
で
あ
る
パ
ー

テ
ィ
ー
券
を
企
業
に
購
入
し
て

も
ら
う
手
も
残
っ
て
い
ま
す
」

こ
の
点
に
つ
い
て
上
脇
さ
ん

は
「
個
人
を
装
っ
た
献
金
に
厳

し
い
罰
則
を
設
け
た
り
、
パ
ー

テ
ィ
ー
券
は
献
金
と
み
な
す
と

定
め
た
り
し
て
、
抜
け
道
を
塞

ぐ
べ
き
だ
」
と
力
説
す
る
。
「
今

回
の
問
題
で
は
当
面
、
献
金
し

た
企
業
に
は
5
年
な
ど
一
定
期

間
は
補
助
金
を
出
さ
な
い
よ
う

な
規
定
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
献
金
は
減
る
」

民
主
党
の
長
重
昭
代
表
代
行

は
企
業
・
団
体
献
金
廃
止
を
主

張
す
る
。
自
身
が
代
表
を
務
め

る
政
党
支
部
は
企
業
・
団
体
献

金
は
受
け
取
っ
て
い
な
い
と
し

た
う
え
で
、
こ
う
語
る
の
だ
。

「
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
や
非
正
規

雇
用
の
労
働
者
、
障
害
を
持
っ

た
人
た
ち
は
、
な
か
な
か
献
金

が
で
き
な
い
。
本
来
、
そ
う
い

う
立
場
の
人
た
ち
に
配
慮
し
て

予
算
を
つ
け
る
の
が
政
沿
の
役

割
な
の
に
、
そ
う
は
な
っ
て
い

な
い
と
感
じ
ま
す
。
例
え
ば
大

半
の
国
会
議
員
は
『
少
子
化
対

策
は
重
要
だ
』
と
言
い
ま
す
が
、

現
実
に
は
予
算
が
多
く
つ
い
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。
献
金
力

の
差
が
政
策
の
格
差
、
予
算
の

格
差
に
つ
な
が
っ
て
は
い
け
な



献金できない弱者は置き去り　高額歳費や優遇でも不足？

い
ん
で
す
」
。
民
主
党
の
立
場

に
つ
い
て
は
「
企
業
・
団
体
献

金
を
廃
止
す
る
方
向
で
進
ん
で

い
ま
す
」
と
話
す
。

国
会
議
員
の
歳
費
（
給
与
）
は

公
費
、
つ
ま
り
税
金
で
賄
わ
れ

て
い
る
。
月
額
1
2
9
万
4
0

0
0
円
、
2
回
の
期
末
手
当
5

8
1
万
6
5
2
9
円
（
今
年

度
）
。
文
書
通
債
交
通
滞
在
費
が

月
1
0
0
万
円
。
立
法
事
務
費

は
衆
参
両
院
の
各
会
派
に
支
給

さ
れ
、
1
人
当
た
り
月
6
5
万
円
。

以
上
で
年
間
4
0
0
0
万
円
超

に
な
る
。
さ
ら
に
年
間
総
額
約

3
2
0
億
円
の
政
党
交
付
金
が

各
議
員
へ
配
分
さ
れ
る
（
受
け

取
っ
て
い
な
い
共
産
党
は
除

く
）
。
秘
書
3
人
ま
で
の
給
与
は

公
黄
で
、
新
幹
線
や
航
空
機
の

料
金
も
優
遇
措
置
が
あ
る
。

こ
ん
な
に
手
厚
い
支
援
が
あ

る
な
ら
、
廃
止
し
て
も
支
障
は

な
い
と
患
う
の
だ
が
…
…
。

「
選
挙
区
で
の
活
動
に
カ
ネ

が
か
か
る
ん
で
す
」
と
打
ち
明

け
る
の
は
、
9
5
年
か
ら
1
7
年
間

で
8
人
の
国
会
議
員
に
秘
書
と

し
て
仕
え
た
朝
倉
秀
雄
さ
ん

だ
。
「
国
会
議
員
と
カ
ネ
」
　
（
宝

島
社
新
書
）
な
ど
の
著
書
が
あ

る
。
「
国
会
議
員
は
地
元
の
事

務
所
に
私
設
秘
書
3
～
1
0
人
程

度
を
抱
え
、
人
件
費
が
大
き
い
。

選
挙
で
動
い
て
く
れ
る
県
議
や

市
議
ら
に
も
時
々
、
数
十
万
円

の
〝
小
遣
い
″
を
渡
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
支
持
者
の
葬
式
に

は
5
万
円
は
出
さ
な
い
と
格
好

が
悪
い
。
1
票
を
得
る
た
め
の

コ
ス
ト
が
高
く
、
公
費
だ
け
で

は
や
っ
て
い
け
な
い
ん
で
す
」

と
は
い
え
、
石
破
茂
地
方
創

生
担
当
相
は
今
月
3
日
の
記
者

会
見
で
「
（
政
治
改
革
が
論
議
さ

れ
た
）
当
時
よ
り
お
金
が
か
か

ら
な
く
な
っ
た
の
は
事
実
だ
。

ゼ
ロ
一
つ
減
っ
た
と
い
う
議
員

も
い
る
」
と
語
っ
た
。
だ
と
す
れ

ば
、
企
業
・
団
体
献
金
の
存
在
理

由
は
ま
す
ま
す
怪
し
く
な
る
。

や
は
り
「
全
廃
」
が
筋
で
は

な
い
の
か
。
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